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め
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が
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を
次
の
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よ
う
に
改
正
す
る
。



（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改   正   後 改   正   前 

一 （ 略 ） 一 （ 略 ） 
二 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 １ の ５ の 注 １ 及 び 注 ２ の こ ど も 家 庭 庁

長 官 及 び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 

イ 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 処 遇 改 善 加 算 (Ⅰ
)

 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

⑴ 福 祉 ・ 介 護 職 員 そ の 他 の 職 員 の 賃 金 （ 退 職 手 当 を 除 く 。 ）

の 改 善 （ 以 下 「 賃 金 改 善 」 と い う 。 ） に つ い て 、 次 に 掲 げ る

基 準 の い ず れ に も 適 合 し 、 か つ 、 賃 金 改 善 に 要 す る 費 用 の 見

込 額 （ 賃 金 改 善 に 伴 う 法 定 福 利 費 等 の 事 業 主 負 担 の 増 加 分 を

含 む こ と が で き る 。 以 下 同 じ 。 ） が 、 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 処 遇

改 善 加 算 の 算 定 見 込 額 以 上 と な る 賃 金 改 善 に 関 す る 計 画 を 策

定 し 、 当 該 計 画 に 基 づ き 適 切 な 措 置 を 講 じ て い る こ と 。 

㈠ 当 該 指 定 居 宅 介 護 事 業 所 等 （ 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 １

の １ の 注 ９ の ２ に 規 定 す る 指 定 居 宅 介 護 事 業 所 等 を い う 。

以 下 同 じ 。 ） が 仮 に 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 処 遇 改 善 加 算 (Ⅳ
)

を

算 定 し た 場 合 に 算 定 す る こ と が 見 込 ま れ る 額 の 二 分 の 一 以

上 を 基 本 給 又 は 決 ま っ て 毎 月 支 払 わ れ る 手 当 に 充 て る も の

で あ る こ と 。 

㈡ 当 該 指 定 居 宅 介 護 事 業 所 等 に お い て 、 介 護 福 祉 士 、 社 会

福 祉 士 、 精 神 保 健 福 祉 士 又 は 保 育 士 の い ず れ か の 資 格 を 保

有 す る 者 、 心 理 指 導 担 当 職 員 （ 公 認 心 理 師 を 含 む 。 ） 、 サ

ー ビ ス 管 理 責 任 者 、 児 童 発 達 支 援 管 理 責 任 者 、 サ ー ビ ス 提

供 責 任 者 そ の 他 研 修 等 に よ り 専 門 的 な 技 能 を 有 す る と 認 め

ら れ る 職 員 の い ず れ か に 該 当 す る 者 で あ っ て 、 経 験 及 び 技

能 を 有 す る 障 害 福 祉 人 材 と 認 め ら れ る も の の う ち 一 人 は 、

賃 金 改 善 後 の 賃 金 の 見 込 額 が 年 額 四 百 四 十 万 円 以 上 で あ る

こ と 。 た だ し 、 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 処 遇 改 善 加 算 の 算 定 見 込

額 が 少 額 で あ る こ と そ の 他 の 理 由 に よ り 、 当 該 賃 金 改 善 が

二 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 １ の ５ の 注 の こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚

生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 

イ 福 祉 ・ 介 護 職 員 処 遇 改 善 加 算 (Ⅰ
)

 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

⑴ 福 祉 ・ 介 護 職 員 そ の 他 の 職 員 の 賃 金 （ 退 職 手 当 を 除 く 。 ）

の 改 善 （ 以 下 「 賃 金 改 善 」 と い う 。 ） に 要 す る 費 用 の 見 込 額

（ 賃 金 改 善 に 伴 う 法 定 福 利 費 等 の 事 業 主 負 担 の 増 加 分 を 含 む

こ と が で き る 。 以 下 同 じ 。 ） が 、 福 祉 ・ 介 護 職 員 処 遇 改 善 加

算 の 算 定 見 込 額 以 上 と な る 賃 金 改 善 に 関 す る 計 画 を 策 定 し 、

当 該 計 画 に 基 づ き 適 切 な 措 置 を 講 じ て い る こ と 。 

 

（ 新 設 ） 

 

 

 

 

 

（ 新 設 ） 



困 難 で あ る 場 合 は こ の 限 り で な い こ と 。 

⑵ 当 該 指 定 居 宅 介 護 事 業 所 等 に お い て 、 ⑴ の 賃 金 改 善 に 関 す

る 計 画 、 当 該 計 画 に 係 る 実 施 期 間 及 び 実 施 方 法 そ の 他 の 当 該

指 定 居 宅 介 護 事 業 所 等 の 職 員 の 処 遇 改 善 の 計 画 等 を 記 載 し た

福 祉 ・ 介 護 職 員 等 処 遇 改 善 計 画 書 を 作 成 し 、 全 て の 職 員 に 周

知 し 、 都 道 府 県 知 事 （ 地 方 自 治 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十

七 号 ） 第 二 百 五 十 二 条 の 十 九 第 一 項 の 指 定 都 市 （ 以 下 「 指 定

都 市 」 と い う 。 ） 及 び 同 法 第 二 百 五 十 二 条 の 二 十 二 第 一 項 の

中 核 市 （ 以 下 「 中 核 市 」 と い う 。 ） に あ っ て は 指 定 都 市 又 は

中 核 市 の 市 長 と し 、 基 準 該 当 サ ー ビ ス の 場 合 に あ っ て は 登 録

先 で あ る 市 町 村 の 市 町 村 長 と す る 。 以 下 同 じ 。 ） に 届 け 出 て

い る こ と 。 

⑵ 当 該 指 定 居 宅 介 護 事 業 所 等 （ 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 １ の

１ の 注 ９ の ２ に 規 定 す る 指 定 居 宅 介 護 事 業 所 等 を い う 。 以 下

同 じ 。 ） に お い て 、 ⑴ の 賃 金 改 善 に 関 す る 計 画 、 当 該 計 画 に

係 る 実 施 期 間 及 び 実 施 方 法 そ の 他 の 当 該 指 定 居 宅 介 護 事 業 所

等 の 職 員 の 処 遇 改 善 の 計 画 等 を 記 載 し た 福 祉 ・ 介 護 職 員 処 遇

改 善 計 画 書 を 作 成 し 、 全 て の 職 員 に 周 知 し 、 都 道 府 県 知 事 （

地 方 自 治 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ） 第 二 百 五 十 二 条

の 十 九 第 一 項 の 指 定 都 市 （ 以 下 「 指 定 都 市 」 と い う 。 ） 及 び

同 法 第 二 百 五 十 二 条 の 二 十 二 第 一 項 の 中 核 市 （ 以 下 「 中 核 市

」 と い う 。 ） に あ っ て は 指 定 都 市 又 は 中 核 市 の 市 長 と し 、 基

準 該 当 サ ー ビ ス の 場 合 に あ っ て は 登 録 先 で あ る 市 町 村 の 市 町

村 長 と す る 。 以 下 同 じ 。 ） に 届 け 出 て い る こ と 。 

⑶ 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 処 遇 改 善 加 算 の 算 定 額 に 相 当 す る 賃 金 改

善 を 実 施 す る こ と 。 た だ し 、 経 営 の 悪 化 等 に よ り 事 業 の 継 続

が 困 難 な 場 合 、 当 該 事 業 の 継 続 を 図 る た め に 当 該 指 定 居 宅 介

護 事 業 所 等 の 職 員 の 賃 金 水 準 （ 本 加 算 に よ る 賃 金 改 善 分 を 除

く 。 ） を 見 直 す こ と は や む を 得 な い が 、 そ の 内 容 に つ い て 都

道 府 県 知 事 に 届 け 出 る こ と 。 

⑶ 福 祉 ・ 介 護 職 員 処 遇 改 善 加 算 の 算 定 額 に 相 当 す る 賃 金 改 善

を 実 施 す る こ と 。 た だ し 、 経 営 の 悪 化 等 に よ り 事 業 の 継 続 が

困 難 な 場 合 、 当 該 事 業 の 継 続 を 図 る た め に 当 該 指 定 居 宅 介 護

事 業 所 等 の 職 員 の 賃 金 水 準 （ 本 加 算 に よ る 賃 金 改 善 分 を 除 く

。 ） を 見 直 す こ と は や む を 得 な い が 、 そ の 内 容 に つ い て 都 道

府 県 知 事 に 届 け 出 る こ と 。 

⑷ ～ ⑻ （ 略 ） ⑷ ～ ⑻ （ 略 ） 

⑼ ⑻ の 処 遇 改 善 の 内 容 等 に つ い て 、 イ ン タ ー ネ ッ ト の 利 用 そ

の 他 の 適 切 な 方 法 に よ り 公 表 し て い る こ と 。 

（ 新 設 ） 

⑽  居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 に お け る 特 定 事 業 所 加 算 (Ⅰ
)

か ら (Ⅳ
)

ま

で の い ず れ か を 届 け 出 て い る こ と 。 

（ 新 設 ） 

ロ 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 処 遇 改 善 加 算 (Ⅱ
)

 

イ の ⑴ か ら ⑼ ま で に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 
ロ 福 祉 ・ 介 護 職 員 処 遇 改 善 加 算 (Ⅱ

)

 

イ の ⑴ か ら ⑹ ま で 、 ⑺ の ㈠ か ら ㈣ ま で 及 び ⑻ に 掲 げ る 基 準 の

い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

ハ 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 処 遇 改 善 加 算 (Ⅲ
)

 

イ の ⑴ の ㈠ 及 び ⑵ か ら ⑻ ま で に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合

す る こ と 。 

（ 削 る ） 

ハ 福 祉 ・ 介 護 職 員 処 遇 改 善 加 算 (Ⅲ
)

 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

 

⑴ イ の ⑴ か ら ⑹ ま で 及 び ⑻ に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る こ と 。 



（ 削 る ） ⑵ 次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ か に 適 合 す る こ と 。 

㈠ 次 に 掲 げ る 要 件 の 全 て に 適 合 す る こ と 。 

a  福 祉 ・ 介 護 職 員 の 任 用 の 際 に お け る 職 責 又 は 職 務 内

容 等 の 要 件 （ 福 祉 ・ 介 護 職 員 の 賃 金 に 関 す る も の を 含 む

。 ） を 定 め て い る こ と 。 

b  a の 要 件 に つ い て 書 面 を も っ て 作 成 し 、 全 て の 福 祉

・ 介 護 職 員 に 周 知 し て い る こ と 。 

㈡ 次 に 掲 げ る 要 件 の 全 て に 適 合 す る こ と 。 

a  福 祉 ・ 介 護 職 員 の 資 質 の 向 上 の 支 援 に 関 す る 計 画 を

策 定 し 、 当 該 計 画 に 係 る 研 修 の 実 施 又 は 研 修 の 機 会 を 確

保 し て い る こ と 

b  a に つ い て 、 全 て の 福 祉 ・ 介 護 職 員 に 周 知 し て い る

こ と 。 

ニ 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 処 遇 改 善 加 算 (Ⅳ
)

 

イ の ⑴ の ㈠ 、 ⑵ か ら ⑹ ま で 、 ⑺ の ㈠ か ら ㈣ ま で 及 び ⑻ に 掲 げ

る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

（ 新 設 ） 

ホ 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 処 遇 改 善 加 算 (Ⅴ
)

⑴ 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

⑴ 令 和 六 年 五 月 三 十 一 日 に お い て 現 に 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び

社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 に 基 づ く 指 定 障 害 福

祉 サ ー ビ ス 等 及 び 基 準 該 当 障 害 福 祉 サ ー ビ ス に 要 す る 費 用 の

額 の 算 定 に 関 す る 基 準 等 の 一 部 を 改 正 す る 告 示 （ 令 和 六 年 こ

ど も 家 庭 庁 ・ 厚 生 労 働 省 告 示 第   号 ） に よ る 改 正 前 の 介

護 給 付 費 等 単 位 数 表 （ 以 下 「 旧 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 」 と い

う 。 ） の 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 に お け る 福 祉 ・ 介 護 職 員 処 遇 改

善 加 算 (Ⅰ
)

及 び 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 特 定 処 遇 改 善 加 算 (Ⅰ
)

を 届 け

出 て お り 、 か つ 、 旧 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 の 居 宅 介 護 サ ー ビ

ス 費 に お け る 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 ベ ー ス ア ッ プ 等 支 援 加 算 を 届

け 出 て い な い こ と 。 

⑵ イ の ⑴ の ㈡ 及 び ⑵ か ら ⑽ ま で に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適

合 す る こ と 。 

（ 新 設 ） 



ヘ 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 処 遇 改 善 加 算 (Ⅴ
)

⑵ 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

⑴ 令 和 六 年 五 月 三 十 一 日 に お い て 現 に 旧 介 護 給 付 費 等 単 位 数

表 の 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 に お け る 福 祉 ・ 介 護 職 員 処 遇 改 善 加

算 (Ⅱ
)

、 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 特 定 処 遇 改 善 加 算 (Ⅰ
)

及 び 福 祉 ・ 介

護 職 員 等 ベ ー ス ア ッ プ 等 支 援 加 算 を 届 け 出 て い る こ と 。 

⑵ イ の ⑴ の ㈡ 、 ⑵ か ら ⑹ ま で 、 ⑺ の ㈠ か ら ㈣ ま で 及 び ⑻ か ら

⑽ ま で に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

（ 新 設 ） 

ト 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 処 遇 改 善 加 算 (Ⅴ
)

⑶ 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

⑴ 令 和 六 年 五 月 三 十 一 日 に お い て 現 に 旧 介 護 給 付 費 等 単 位 数

表 の 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 に お け る 福 祉 ・ 介 護 職 員 処 遇 改 善 加

算 (Ⅰ
)

及 び 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 特 定 処 遇 改 善 加 算 (Ⅱ
)

を 届 け 出 て

お り 、 か つ 、 旧 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 の 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費

に お け る 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 ベ ー ス ア ッ プ 等 支 援 加 算 を 届 け 出

て い な い こ と 。 

⑵ イ の ⑴ の ㈡ 及 び ⑵ か ら ⑼ ま で に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適

合 す る こ と 。 

（ 新 設 ） 

チ 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 処 遇 改 善 加 算 (Ⅴ
)

⑷ 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

⑴ 令 和 六 年 五 月 三 十 一 日 に お い て 現 に 旧 介 護 給 付 費 等 単 位 数

表 の 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 に お け る 福 祉 ・ 介 護 職 員 処 遇 改 善 加

算 (Ⅱ
)

、 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 特 定 処 遇 改 善 加 算 (Ⅱ
)

及 び 福 祉 ・ 介

護 職 員 等 ベ ー ス ア ッ プ 等 支 援 加 算 を 届 け 出 て い る こ と 。 

⑵ イ の ⑴ の ㈡ 、 ⑵ か ら ⑹ ま で 、 ⑺ の ㈠ か ら ㈣ ま で 、 ⑻ 及 び ⑼

に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 
（ 新 設 ） 

リ 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 処 遇 改 善 加 算 (Ⅴ
)

⑸ 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

⑴ 令 和 六 年 五 月 三 十 一 日 に お い て 現 に 旧 介 護 給 付 費 等 単 位 数

表 の 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 に お け る 福 祉 ・ 介 護 職 員 処 遇 改 善 加

算 (Ⅱ
)

及 び 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 特 定 処 遇 改 善 加 算 (Ⅰ
)

を 届 け 出 て

（ 新 設 ） 



お り 、 か つ 、 旧 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 の 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費

に お け る 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 ベ ー ス ア ッ プ 等 支 援 加 算 を 届 け 出

て い な い こ と 。 

⑵ イ の ⑴ の ㈡ 、 ⑵ か ら ⑹ ま で 、 ⑺ の ㈠ か ら ㈣ ま で 及 び ⑻ か ら

⑽ ま で に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 
ヌ 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 処 遇 改 善 加 算 (Ⅴ

)
⑹ 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

⑴ 令 和 六 年 五 月 三 十 一 日 に お い て 現 に 旧 介 護 給 付 費 等 単 位 数

表 の 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 に お け る 福 祉 ・ 介 護 職 員 処 遇 改 善 加

算 (Ⅱ
)

及 び 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 特 定 処 遇 改 善 加 算 (Ⅱ
)

を 届 け 出 て

お り 、 か つ 、 旧 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 の 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費

に お け る 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 ベ ー ス ア ッ プ 等 支 援 加 算 を 届 け 出

て い な い こ と 。 

⑵ イ の ⑴ の ㈡ 、 ⑵ か ら ⑹ ま で 、 ⑺ の ㈠ か ら ㈣ ま で 、 ⑻ 及 び ⑼

に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

（ 新 設 ） 

ル 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 処 遇 改 善 加 算 (Ⅴ
)

⑺ 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

⑴ 令 和 六 年 五 月 三 十 一 日 に お い て 現 に 旧 介 護 給 付 費 等 単 位 数

表 の 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 に お け る 福 祉 ・ 介 護 職 員 処 遇 改 善 加

算 (Ⅲ
)

、 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 特 定 処 遇 改 善 加 算 (Ⅰ
)

及 び 福 祉 ・ 介

護 職 員 等 ベ ー ス ア ッ プ 等 支 援 加 算 を 届 け 出 て い る こ と 。 

⑵ イ の ⑴ の ㈡ 、 ⑵ か ら ⑹ ま で 及 び ⑻ か ら ⑽ ま で に 掲 げ る 基 準

の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

⑶ 次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ か に 適 合 す る こ と 。 

㈠ 次 に 掲 げ る 要 件 の 全 て に 適 合 す る こ と 。 

ａ 福 祉 ・ 介 護 職 員 の 任 用 の 際 に お け る 職 責 又 は 職 務 内 容

等 の 要 件 （ 福 祉 ・ 介 護 職 員 の 賃 金 に 関 す る も の を 含 む 。

） を 定 め て い る こ と 。 

ｂ ａ の 要 件 に つ い て 書 面 を も っ て 作 成 し 、 全 て の 福 祉 ・

介 護 職 員 に 周 知 し て い る こ と 。 

㈡ 次 に 掲 げ る 要 件 の 全 て に 適 合 す る こ と 。 

（ 新 設 ） 



ａ 福 祉 ・ 介 護 職 員 の 資 質 の 向 上 の 支 援 に 関 す る 計 画 を 策

定 し 、 当 該 計 画 に 係 る 研 修 の 実 施 又 は 研 修 の 機 会 を 確 保

し て い る こ と 。 

ｂ ａ に つ い て 、 全 て の 福 祉 ・ 介 護 職 員 に 周 知 し て い る こ

と 。 
ヲ 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 処 遇 改 善 加 算 (Ⅴ

)
⑻ 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

⑴ 令 和 六 年 五 月 三 十 一 日 に お い て 現 に 旧 介 護 給 付 費 等 単 位 数

表 の 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 に お け る 福 祉 ・ 介 護 職 員 処 遇 改 善 加

算 (Ⅰ
)

を 届 け 出 て お り 、 か つ 、 旧 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 の 居

宅 介 護 サ ー ビ ス 費 に お け る 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 特 定 処 遇 改 善 加

算 (Ⅰ
)

又 は (Ⅱ
)

及 び 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 ベ ー ス ア ッ プ 等 支 援 加 算

を 届 け 出 て い な い こ と 。 

⑵ イ の ⑴ （ ㈠ 及 び ㈡ に 係 る 部 分 を 除 く 。 ） 及 び ⑵ か ら ⑻ ま で

に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

（ 新 設 ） 

ワ 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 処 遇 改 善 加 算 (Ⅴ
)

⑼ 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

⑴ 令 和 六 年 五 月 三 十 一 日 に お い て 現 に 旧 介 護 給 付 費 等 単 位 数

表 の 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 に お け る 福 祉 ・ 介 護 職 員 処 遇 改 善 加

算 (Ⅲ
)

、 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 特 定 処 遇 改 善 加 算 (Ⅱ
)

及 び 福 祉 ・ 介

護 職 員 等 ベ ー ス ア ッ プ 等 支 援 加 算 を 届 け 出 て い る こ と 。 

⑵ イ の ⑴ の ㈡ 、 ⑵ か ら ⑹ ま で 、 ⑻ 及 び ⑼ に 掲 げ る 基 準 の い ず

れ に も 適 合 す る こ と 。 

⑶ 次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ か に 適 合 す る こ と 。 

㈠ 次 に 掲 げ る 要 件 の 全 て に 適 合 す る こ と 。 

ａ 福 祉 ・ 介 護 職 員 の 任 用 の 際 に お け る 職 責 又 は 職 務 内 容

等 の 要 件 （ 福 祉 ・ 介 護 職 員 の 賃 金 に 関 す る も の を 含 む 。

） を 定 め て い る こ と 。 

ｂ ａ の 要 件 に つ い て 書 面 を も っ て 作 成 し 、 全 て の 福 祉 ・

介 護 職 員 に 周 知 し て い る こ と 。 

㈡ 次 に 掲 げ る 要 件 の 全 て に 適 合 す る こ と 。 

（ 新 設 ） 



ａ 福 祉 ・ 介 護 職 員 の 資 質 の 向 上 の 支 援 に 関 す る 計 画 を 策

定 し 、 当 該 計 画 に 係 る 研 修 の 実 施 又 は 研 修 の 機 会 を 確 保

し て い る こ と 。 

ｂ ａ に つ い て 、 全 て の 福 祉 ・ 介 護 職 員 に 周 知 し て い る こ

と 。 
カ 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 処 遇 改 善 加 算 (Ⅴ

)
⑽ 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

⑴ 令 和 六 年 五 月 三 十 一 日 に お い て 現 に 旧 介 護 給 付 費 等 単 位 数

表 の 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 に お け る 福 祉 ・ 介 護 職 員 処 遇 改 善 加

算 (Ⅲ
)

及 び 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 特 定 処 遇 改 善 加 算 (Ⅰ
)

を 届 け 出 て

お り 、 か つ 、 旧 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 の 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費

に お け る 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 ベ ー ス ア ッ プ 等 支 援 加 算 を 届 け 出

て い な い こ と 。 

⑵ イ の ⑴ の ㈡ 、 ⑵ か ら ⑹ ま で 及 び ⑻ か ら ⑽ ま で に 掲 げ る 基 準

の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

⑶ 次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ か に 適 合 す る こ と 。 

㈠ 次 に 掲 げ る 要 件 の 全 て に 適 合 す る こ と 。 

ａ 福 祉 ・ 介 護 職 員 の 任 用 の 際 に お け る 職 責 又 は 職 務 内 容

等 の 要 件 （ 福 祉 ・ 介 護 職 員 の 賃 金 に 関 す る も の を 含 む 。

） を 定 め て い る こ と 。 

ｂ ａ の 要 件 に つ い て 書 面 を も っ て 作 成 し 、 全 て の 福 祉 ・

介 護 職 員 に 周 知 し て い る こ と 。 

㈡ 次 に 掲 げ る 要 件 の 全 て に 適 合 す る こ と 。 

ａ 福 祉 ・ 介 護 職 員 の 資 質 の 向 上 の 支 援 に 関 す る 計 画 を 策

定 し 、 当 該 計 画 に 係 る 研 修 の 実 施 又 は 研 修 の 機 会 を 確 保

し て い る こ と 。 

ｂ ａ に つ い て 、 全 て の 福 祉 ・ 介 護 職 員 に 周 知 し て い る こ

と 。 

（ 新 設 ） 

ヨ 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 処 遇 改 善 加 算 (Ⅴ
)

⑾ 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

⑴ 令 和 六 年 五 月 三 十 一 日 に お い て 現 に 旧 介 護 給 付 費 等 単 位 数

（ 新 設 ） 



表 の 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 に お け る 福 祉 ・ 介 護 職 員 処 遇 改 善 加

算 (Ⅱ
)

を 届 け 出 て お り 、 か つ 、 旧 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 の 居

宅 介 護 サ ー ビ ス 費 に お け る 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 特 定 処 遇 改 善 加

算 (Ⅰ
)

又 は (Ⅱ
)

及 び 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 ベ ー ス ア ッ プ 等 支 援 加 算

を 届 け 出 て い な い こ と 。 
⑵ イ の ⑴ （ ㈠ 及 び ㈡ に 係 る 部 分 を 除 く 。 ） 、 ⑵ か ら ⑹ ま で 、

⑺ の ㈠ か ら ㈣ ま で 及 び ⑻ に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る

こ と 。 

タ 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 処 遇 改 善 加 算 (Ⅴ
)

⑿ 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

⑴ 令 和 六 年 五 月 三 十 一 日 に お い て 現 に 旧 介 護 給 付 費 等 単 位 数

表 の 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 に お け る 福 祉 ・ 介 護 職 員 処 遇 改 善 加

算 (Ⅲ
)

及 び 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 特 定 処 遇 改 善 加 算 (Ⅱ
)

を 届 け 出 て

お り 、 か つ 、 旧 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 の 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費

に お け る 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 ベ ー ス ア ッ プ 等 支 援 加 算 を 届 け 出

て い な い こ と 。 

⑵ イ の ⑴ の ㈡ 、 ⑵ か ら ⑹ ま で 、 ⑻ 及 び ⑼ に 掲 げ る 基 準 の い ず

れ に も 適 合 す る こ と 。 

⑶ 次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ か に 適 合 す る こ と 。 

㈠ 次 に 掲 げ る 要 件 の 全 て に 適 合 す る こ と 。 

ａ 福 祉 ・ 介 護 職 員 の 任 用 の 際 に お け る 職 責 又 は 職 務 内 容

等 の 要 件 （ 福 祉 ・ 介 護 職 員 の 賃 金 に 関 す る も の を 含 む 。

） を 定 め て い る こ と 。 

ｂ ａ の 要 件 に つ い て 書 面 を も っ て 作 成 し 、 全 て の 福 祉 ・

介 護 職 員 に 周 知 し て い る こ と 。 

㈡ 次 に 掲 げ る 要 件 の 全 て に 適 合 す る こ と 。 

ａ 福 祉 ・ 介 護 職 員 の 資 質 の 向 上 の 支 援 に 関 す る 計 画 を 策

定 し 、 当 該 計 画 に 係 る 研 修 の 実 施 又 は 研 修 の 機 会 を 確 保

し て い る こ と 。 

ｂ ａ に つ い て 、 全 て の 福 祉 ・ 介 護 職 員 に 周 知 し て い る こ

と 。 

（ 新 設 ） 



レ 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 処 遇 改 善 加 算 (Ⅴ
)

⒀ 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

⑴ 令 和 六 年 五 月 三 十 一 日 に お い て 現 に 旧 介 護 給 付 費 等 単 位 数

表 の 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 に お け る 福 祉 ・ 介 護 職 員 処 遇 改 善 加

算 (Ⅲ
)

及 び 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 ベ ー ス ア ッ プ 等 支 援 加 算 を 届 け

出 て お り 、 か つ 、 旧 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 の 居 宅 介 護 サ ー ビ

ス 費 に お け る 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 特 定 処 遇 改 善 加 算 (Ⅰ
)

又 は (Ⅱ
)

を 届 け 出 て い な い こ と 。 

⑵ イ の ⑴ （ ㈠ 及 び ㈡ に 係 る 部 分 を 除 く 。 ） 、 ⑵ か ら ⑹ ま で 及

び ⑻ に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

⑶ 次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ か に 適 合 す る こ と 。 

㈠ 次 に 掲 げ る 要 件 の 全 て に 適 合 す る こ と 。 

ａ 福 祉 ・ 介 護 職 員 の 任 用 の 際 に お け る 職 責 又 は 職 務 内 容

等 の 要 件 （ 福 祉 ・ 介 護 職 員 の 賃 金 に 関 す る も の を 含 む 。

） を 定 め て い る こ と 。 

ｂ ａ の 要 件 に つ い て 書 面 を も っ て 作 成 し 、 全 て の 福 祉 ・

介 護 職 員 に 周 知 し て い る こ と 。 

㈡ 次 に 掲 げ る 要 件 の 全 て に 適 合 す る こ と 。 

ａ 福 祉 ・ 介 護 職 員 の 資 質 の 向 上 の 支 援 に 関 す る 計 画 を 策

定 し 、 当 該 計 画 に 係 る 研 修 の 実 施 又 は 研 修 の 機 会 を 確 保

し て い る こ と 。 

ｂ ａ に つ い て 、 全 て の 福 祉 ・ 介 護 職 員 に 周 知 し て い る こ

と 。 

（ 新 設 ） 

ソ 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 処 遇 改 善 加 算 (Ⅴ
)

⒁ 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

⑴ 令 和 六 年 五 月 三 十 一 日 に お い て 現 に 旧 介 護 給 付 費 等 単 位 数

表 の 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 に お け る 福 祉 ・ 介 護 職 員 処 遇 改 善 加

算 (Ⅲ
)

を 届 け 出 て お り 、 か つ 、 旧 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 の 居

宅 介 護 サ ー ビ ス 費 に お け る 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 特 定 処 遇 改 善 加

算 (Ⅰ
)

又 は (Ⅱ
)

及 び 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 ベ ー ス ア ッ プ 等 支 援 加 算

を 届 け 出 て い な い こ と 。 

（ 新 設 ） 



⑵ イ の ⑴ （ ㈠ 及 び ㈡ に 係 る 部 分 を 除 く 。 ） 、 ⑵ か ら ⑹ ま で 及

び ⑻ に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

⑶ 次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ か に 適 合 す る こ と 。 

㈠ 次 に 掲 げ る 要 件 の 全 て に 適 合 す る こ と 。 

ａ 福 祉 ・ 介 護 職 員 の 任 用 の 際 に お け る 職 責 又 は 職 務 内 容

等 の 要 件 （ 福 祉 ・ 介 護 職 員 の 賃 金 に 関 す る も の を 含 む 。

） を 定 め て い る こ と 。 
ｂ ａ の 要 件 に つ い て 書 面 を も っ て 作 成 し 、 全 て の 福 祉 ・

介 護 職 員 に 周 知 し て い る こ と 。 

㈡ 次 に 掲 げ る 要 件 の 全 て に 適 合 す る こ と 。 

ａ 福 祉 ・ 介 護 職 員 の 資 質 の 向 上 の 支 援 に 関 す る 計 画 を 策

定 し 、 当 該 計 画 に 係 る 研 修 の 実 施 又 は 研 修 の 機 会 を 確 保

し て い る こ と 。 

ｂ ａ に つ い て 、 全 て の 福 祉 ・ 介 護 職 員 に 周 知 し て い る こ

と 。 

三 削 除 三 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 １ の ６ の 注 の こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚

生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 

イ 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 特 定 処 遇 改 善 加 算 (Ⅰ
)

 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

⑴ 障 害 福 祉 人 材 （ 福 祉 ・ 介 護 職 員 又 は 心 理 指 導 担 当 職 員 （ 公

認 心 理 師 を 含 む 。 ） 、 サ ー ビ ス 管 理 責 任 者 、 児 童 発 達 支 援 管

理 責 任 者 若 し く は サ ー ビ ス 提 供 責 任 者 の い ず れ か と し て 従 事

す る 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） そ の 他 の 職 員 （ 以 下 「 障 害 福 祉

人 材 等 」 と い う 。 ） の 賃 金 改 善 に つ い て 、 賃 金 改 善 に 要 す る

費 用 の 見 込 額 が 、 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 特 定 処 遇 改 善 加 算 の 算 定

見 込 額 以 上 と な り 、 か つ 、 介 護 福 祉 士 、 社 会 福 祉 士 、 精 神 保

健 福 祉 士 又 は 保 育 士 の い ず れ か の 資 格 を 保 有 す る 者 、 心 理 指

導 担 当 職 員 （ 公 認 心 理 師 を 含 む 。 ） 、 サ ー ビ ス 管 理 責 任 者 、

児 童 発 達 支 援 管 理 責 任 者 、 サ ー ビ ス 提 供 責 任 者 そ の 他 研 修 等

に よ り 専 門 的 な 技 能 を 有 す る と 認 め ら れ る 職 員 の い ず れ か に

該 当 す る 者 で あ っ て 、 経 験 及 び 技 能 を 有 す る 障 害 福 祉 人 材 と



認 め ら れ る も の （ 以 下 「 経 験 ・ 技 能 の あ る 障 害 福 祉 人 材 」 と

い う 。 ） の う ち 一 人 は 、 賃 金 改 善 に 要 す る 費 用 の 見 込 額 が 月

額 八 万 円 以 上 又 は 賃 金 改 善 後 の 賃 金 の 見 込 額 が 年 額 四 百 四 十

万 円 以 上 で あ る 賃 金 改 善 に 関 す る 計 画 を 策 定 し 、 当 該 計 画 に

基 づ き 適 切 な 措 置 を 講 じ て い る こ と 。 

 ⑵ 当 該 指 定 居 宅 介 護 事 業 所 等 に お い て 、 ⑴ の 賃 金 改 善 に 関 す

る 計 画 、 当 該 計 画 に 係 る 実 施 期 間 及 び 実 施 方 法 そ の 他 の 障 害

福 祉 人 材 等 の 処 遇 改 善 の 計 画 等 を 記 載 し た 福 祉 ・ 介 護 職 員 等

特 定 処 遇 改 善 計 画 書 を 作 成 し 、 全 て の 障 害 福 祉 人 材 等 に 周 知

し 、 都 道 府 県 知 事 に 届 け 出 て い る こ と 。 

⑶ 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 特 定 処 遇 改 善 加 算 の 算 定 額 に 相 当 す る 賃

金 改 善 を 実 施 す る こ と 。 た だ し 、 経 営 の 悪 化 等 に よ り 事 業 の

継 続 が 困 難 な 場 合 、 当 該 事 業 の 継 続 を 図 る た め に 障 害 福 祉 人

材 等 の 賃 金 水 準 （ 本 加 算 に よ る 賃 金 改 善 分 を 除 く 。 ） を 見 直

す こ と は や む を 得 な い が 、 そ の 内 容 に つ い て 都 道 府 県 知 事 に

届 け 出 る こ と 。 

⑷ 当 該 指 定 居 宅 介 護 事 業 所 等 に お い て 、 事 業 年 度 ご と に 障 害

福 祉 人 材 等 の 処 遇 改 善 に 関 す る 実 績 を 都 道 府 県 知 事 に 報 告 す

る こ と 。 

⑸  居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 に お け る 特 定 事 業 所 加 算 (Ⅰ
)

か ら (Ⅳ
)

ま

で の い ず れ か を 届 け 出 て い る こ と 。 

⑹ 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 に お け る 福 祉 ・ 介 護 職 員 処 遇 改 善 加 算

(Ⅰ
)

か ら (Ⅲ
)

ま で の い ず れ か を 算 定 し て い る こ と 。 

⑺ ⑵ の 届 出 に 係 る 計 画 の 期 間 中 に 実 施 す る 障 害 福 祉 人 材 等 の

処 遇 改 善 の 内 容 （ 賃 金 改 善 に 関 す る も の を 除 く 。 ） 及 び 当 該

障 害 福 祉 人 材 等 の 処 遇 改 善 に 要 す る 費 用 の 見 込 額 を 全 て の 障

害 福 祉 人 材 等 に 周 知 し て い る こ と 。 
⑻ ⑺ の 処 遇 改 善 の 内 容 等 に つ い て 、 イ ン タ ー ネ ッ ト の 利 用 そ

の 他 の 適 切 な 方 法 に よ り 公 表 し て い る こ と 。 

 ロ 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 特 定 処 遇 改 善 加 算 (Ⅱ
)

 

イ ⑴ か ら ⑷ ま で 及 び ⑹ か ら ⑻ ま で に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に



も 適 合 す る こ と 。 

（ 削 る ） 三 の 二 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 １ の ７ の 注 の こ ど も 家 庭 庁 長 官 及

び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

イ 障 害 福 祉 人 材 等 の 賃 金 改 善 に つ い て 、 賃 金 改 善 に 要 す る 費 用

の 見 込 額 が 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 ベ ー ス ア ッ プ 等 支 援 加 算 の 算 定 見

込 額 以 上 と な り 、 か つ 、 障 害 福 祉 人 材 等 の そ れ ぞ れ に つ い て 賃

金 改 善 に 要 す る 費 用 の 見 込 額 の 三 分 の 二 以 上 を 基 本 給 又 は 決 ま

っ て 毎 月 支 払 わ れ る 手 当 の 額 の 引 上 げ に 充 て る 賃 金 改 善 に 関 す

る 計 画 を 策 定 し 、 当 該 計 画 に 基 づ き 適 切 な 措 置 を 講 じ て い る こ

と 。 

 ロ 指 定 居 宅 介 護 事 業 所 等 に お い て 、 イ の 賃 金 改 善 に 関 す る 計 画

、 当 該 計 画 に 係 る 実 施 期 間 及 び 実 施 方 法 そ の 他 の 障 害 福 祉 人 材

等 の 処 遇 改 善 の 計 画 等 を 記 載 し た 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 ベ ー ス ア ッ

プ 等 支 援 計 画 書 を 作 成 し 、 全 て の 障 害 福 祉 人 材 等 に 周 知 し 、 都

道 府 県 知 事 に 届 け 出 て い る こ と 。 

ハ 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 ベ ー ス ア ッ プ 等 支 援 加 算 の 算 定 額 に 相 当 す

る 賃 金 改 善 を 実 施 す る こ と 。 た だ し 、 経 営 の 悪 化 等 に よ り 事 業

の 継 続 が 困 難 な 場 合 、 当 該 事 業 の 継 続 を 図 る た め に 障 害 福 祉 人

材 等 の 賃 金 水 準 （ 本 加 算 に よ る 賃 金 改 善 分 を 除 く 。 ） を 見 直 す

こ と は や む を 得 な い が 、 そ の 内 容 に つ い て 都 道 府 県 知 事 に 届 け

出 る こ と 。 

ニ 当 該 指 定 居 宅 介 護 事 業 所 等 に お い て 、 事 業 年 度 ご と に 障 害 福

祉 人 材 等 の 処 遇 改 善 に 関 す る 実 績 を 都 道 府 県 知 事 に 報 告 す る こ

と 。 
ホ  居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 に お け る 福 祉 ・ 介 護 職 員 処 遇 改 善 加 算

(Ⅰ
)

か ら (Ⅲ
)

ま で の い ず れ か を 算 定 し て い る こ と 。 

ヘ ロ の 届 出 に 係 る 計 画 の 期 間 中 に 実 施 す る 障 害 福 祉 人 材 等 の 処

遇 改 善 の 内 容 （ 賃 金 改 善 に 関 す る も の を 除 く 。 ） 及 び 当 該 障 害

福 祉 人 材 等 の 処 遇 改 善 に 要 す る 費 用 の 見 込 額 を 全 て の 障 害 福 祉

人 材 等 に 周 知 し て い る こ と 。 



四 ・ 五 （ 略 ） 四 ・ 五 （ 略 ） 

六 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ２ の ６ の 注 １ 及 び 注 ２ の 厚 生 労 働 大 臣

が 定 め る 基 準 

第 二 号 の 規 定 を 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 号 イ の ⑽ 中 「

居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 に お け る 特 定 事 業 所 加 算 (Ⅰ
)

か ら (Ⅳ
)

ま で の い

ず れ か 」 と あ る の は 、 「 重 度 訪 問 介 護 サ ー ビ ス 費 に お け る 特 定 事

業 所 加 算 (Ⅰ
)

か ら (Ⅲ
)

ま で の い ず れ か 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

六 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ２ の ６ の 注 の 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基

準 

第 二 号 の 規 定 を 準 用 す る 。 
七 削 除 七 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ２ の ７ の 注 の 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基

準 

第 三 号 の 規 定 を 準 用 す る 。 

（ 削 る ） 七 の 二 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ２ の ８ の 注 の 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め

る 基 準 

第 三 号 の 二 の 規 定 を 準 用 す る 。 

八 ～ 九 （ 略 ） 八 ～ 九 （ 略 ） 

十 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ３ の ５ の 注 １ 及 び 注 ２ の こ ど も 家 庭 庁

長 官 及 び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 

第 二 号 の 規 定 を 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 号 イ の ⑽ 中 「

居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 に お け る 特 定 事 業 所 加 算 (Ⅰ
)

か ら (Ⅳ
)

ま で の い

ず れ か 」 と あ る の は 、 「 同 行 援 護 サ ー ビ ス 費 に お け る 特 定 事 業 所

加 算 (Ⅰ
)

か ら (Ⅳ
)

ま で の い ず れ か 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

十 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ３ の ５ の 注 の こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚

生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 

第 二 号 の 規 定 を 準 用 す る 。 

十 一 削 除 十 一 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ３ の ６ の 注 の こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び

厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 

第 三 号 の 規 定 を 準 用 す る 。 

（ 削 る ） 十 一 の 二 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ３ の ７ の 注 の こ ど も 家 庭 庁 長 官

及 び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 

第 三 号 の 二 の 規 定 を 準 用 す る 。 

十 二 ・ 十 三 （ 略 ） 十 二 ・ 十 三 （ 略 ） 

十 四 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ４ の ５ の 注 １ 及 び 注 ２ の こ ど も 家 庭

庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 

第 二 号 の 規 定 を 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 号 イ の ⑽ 中 「

居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 に お け る 特 定 事 業 所 加 算 (Ⅰ
)

か ら (Ⅳ
)

ま で の い

十 四 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ４ の ５ の 注 の こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び

厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 

第 二 号 の 規 定 を 準 用 す る 。 



ず れ か 」 と あ る の は 、 「 行 動 援 護 サ ー ビ ス 費 に お け る 特 定 事 業 所

加 算 (Ⅰ
)

か ら (Ⅳ
)

ま で の い ず れ か 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

十 五 削 除 十 五 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ４ の ６ の 注 の こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び

厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 

第 三 号 の 規 定 を 準 用 す る 。 

（ 削 る ） 十 五 の 二 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ４ の ７ の 注 の こ ど も 家 庭 庁 長 官

及 び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 

第 三 号 の 二 の 規 定 を 準 用 す る 。 

十 六 （ 略 ） 十 六 （ 略 ） 

十 六 の 二 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ５ の ６ の 注 １ 及 び 注 ２ の 厚 生 労

働 大 臣 が 定 め る 基 準 

第 二 号 の 規 定 を 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 号 イ の ⑽ 中 「

居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 に お け る 特 定 事 業 所 加 算 (Ⅰ
)

か ら (Ⅳ
)

ま で の い

ず れ か 」 と あ る の は 、 「 療 養 介 護 サ ー ビ ス 費 に お け る 福 祉 専 門 職

員 配 置 等 加 算 (Ⅰ
)

か ら (Ⅲ
)

ま で の い ず れ か 」 と 読 み 替 え る も の と す

る 。 

十 六 の 二 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ５ の ６ の 注 の 厚 生 労 働 大 臣 が 定

め る 基 準 

第 二 号 の 規 定 を 準 用 す る 。 

十 七 削 除 十 七 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ５ の ７ の 注 の 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る

基 準 

イ 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 特 定 処 遇 改 善 加 算 (Ⅰ
)

 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

⑴ 障 害 福 祉 人 材 等 の 賃 金 改 善 に つ い て 、 賃 金 改 善 に 要 す る 費

用 の 見 込 額 が 、 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 特 定 処 遇 改 善 加 算 の 算 定 見

込 額 以 上 と な り 、 か つ 、 経 験 ・ 技 能 の あ る 障 害 福 祉 人 材 の う

ち 一 人 は 、 賃 金 改 善 に 要 す る 費 用 の 見 込 額 が 月 額 八 万 円 以 上

又 は 賃 金 改 善 後 の 賃 金 の 見 込 額 が 年 額 四 百 四 十 万 円 以 上 で あ

る 賃 金 改 善 に 関 す る 計 画 を 策 定 し 、 当 該 計 画 に 基 づ き 適 切 な

措 置 を 講 じ て い る こ と 。 

 ⑵ 当 該 指 定 療 養 介 護 事 業 所 （ 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ５ の １

の 注 １ に 規 定 す る 指 定 療 養 介 護 事 業 所 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）

に お い て 、 ⑴ の 賃 金 改 善 に 関 す る 計 画 、 当 該 計 画 に 係 る 実 施

期 間 及 び 実 施 方 法 そ の 他 の 障 害 福 祉 人 材 等 の 処 遇 改 善 の 計 画



等 を 記 載 し た 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 特 定 処 遇 改 善 計 画 書 を 作 成 し

、 全 て の 障 害 福 祉 人 材 等 に 周 知 し 、 都 道 府 県 知 事 に 届 け 出 て

い る こ と 。 

⑶ 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 特 定 処 遇 改 善 加 算 の 算 定 額 に 相 当 す る 賃

金 改 善 を 実 施 す る こ と 。 た だ し 、 経 営 の 悪 化 等 に よ り 事 業 の

継 続 が 困 難 な 場 合 、 当 該 事 業 の 継 続 を 図 る た め に 障 害 福 祉 人

材 等 の 賃 金 水 準 （ 本 加 算 に よ る 賃 金 改 善 分 を 除 く 。 ） を 見 直

す こ と は や む を 得 な い が 、 そ の 内 容 に つ い て 都 道 府 県 知 事 に

届 け 出 る こ と 。 

⑷ 当 該 指 定 療 養 介 護 事 業 所 に お い て 、 事 業 年 度 ご と に 障 害 福

祉 人 材 等 の 処 遇 改 善 に 関 す る 実 績 を 都 道 府 県 知 事 に 報 告 す る

こ と 。 

⑸  療 養 介 護 サ ー ビ ス 費 に お け る 福 祉 専 門 職 員 配 置 等 加 算 (Ⅰ
)

か ら (Ⅲ
)

ま で の い ず れ か を 届 け 出 て い る こ と 。 

⑹ 療 養 介 護 サ ー ビ ス 費 に お け る 福 祉 ・ 介 護 職 員 処 遇 改 善 加 算

(Ⅰ
)

か ら (Ⅲ
)

ま で の い ず れ か を 算 定 し て い る こ と 。 

⑺ ⑵ の 届 出 に 係 る 計 画 の 期 間 中 に 実 施 す る 障 害 福 祉 人 材 等 の

処 遇 改 善 の 内 容 （ 賃 金 改 善 に 関 す る も の を 除 く 。 ） 及 び 当 該

障 害 福 祉 人 材 等 の 処 遇 改 善 に 要 す る 費 用 の 見 込 額 を 全 て の 障

害 福 祉 人 材 等 に 周 知 し て い る こ と 。 

⑻ ⑺ の 処 遇 改 善 の 内 容 等 に つ い て 、 イ ン タ ー ネ ッ ト の 利 用 そ

の 他 の 適 切 な 方 法 に よ り 公 表 し て い る こ と 。 

 ロ 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 特 定 処 遇 改 善 加 算 (Ⅱ
)

 

イ ⑴ か ら ⑷ ま で 及 び ⑹ か ら ⑻ ま で に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も

適 合 す る こ と 。 

（ 削 る ） 十 七 の 二 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ５ の ８ の 注 の 厚 生 労 働 大 臣 が 定

め る 基 準 
第 三 号 の 二 の 規 定 を 準 用 す る 。 

十 八 （ 略 ） 十 八 （ 略 ） 

十 八 の 二  介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ６ の 14 の 注 １ 及 び 注 ２ の 厚 生

労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 

十 八 の 二  介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ６ の 14 の 注 の 厚 生 労 働 大 臣 が

定 め る 基 準 



第 二 号 の 規 定 を 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 号 イ の ⑽ 中 「

居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 に お け る 特 定 事 業 所 加 算 (Ⅰ
)

か ら (Ⅳ
)

ま で の い

ず れ か 」 と あ る の は 、 「 生 活 介 護 サ ー ビ ス 費 に お け る 福 祉 専 門 職

員 配 置 等 加 算 (Ⅰ
)

か ら (Ⅲ
)

ま で の い ず れ か 」 と 読 み 替 え る も の と す

る 。 

第 二 号 の 規 定 を 準 用 す る 。 

十 九 削 除 十 九  介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ６ の 15 の 注 の 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め

る 基 準 

第 十 七 号 の 規 定 を 準 用 す る 。 

（ 削 る ） 十 九 の 二  介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ６ の 16 の 注 の 厚 生 労 働 大 臣 が

定 め る 基 準 

第 三 号 の 二 の 規 定 を 準 用 す る 。 

二 十  介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ７ の 14 の 注 １ 及 び 注 ２ の こ ど も 家

庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 

イ 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 処 遇 改 善 加 算 (Ⅰ
)

 

第 二 号 イ の ⑴ か ら ⑼ ま で に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る

こ と 。 

ロ 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 処 遇 改 善 加 算 (Ⅲ
)

 

第 二 号 イ の ⑴ の ㈠ 及 び ⑵ か ら ⑻ ま で に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に

も 適 合 す る こ と 。 

ハ 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 処 遇 改 善 加 算 (Ⅳ
)

 

第 二 号 イ の ⑴ の ㈠ 、 ⑵ か ら ⑹ ま で 、 ⑺ の ㈠ か ら ㈣ ま で 及 び ⑻

に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

ニ 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 処 遇 改 善 加 算 (Ⅴ
)

⑴ 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

⑴ 令 和 六 年 五 月 三 十 一 日 に お い て 現 に 旧 介 護 給 付 費 等 単 位 数

表 の 短 期 入 所 サ ー ビ ス 費 に お け る 福 祉 ・ 介 護 職 員 処 遇 改 善 加

算 (Ⅰ
)

及 び 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 特 定 処 遇 改 善 加 算 を 届 け 出 て お

り 、 か つ 、 旧 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 の 短 期 入 所 サ ー ビ ス 費 に

お け る 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 ベ ー ス ア ッ プ 等 支 援 加 算 を 届 け 出 て

い な い こ と 。 

⑵ イ の ⑴ の ㈡ 及 び ⑵ か ら ⑼ ま で に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適

二 十  介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ７ の 14 の 注 の こ ど も 家 庭 庁 長 官 及

び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 

第 二 号 の 規 定 を 準 用 す る 。 



合 す る こ と 。 

ホ 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 処 遇 改 善 加 算 (Ⅴ
)

⑵ 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

⑴ 令 和 六 年 五 月 三 十 一 日 に お い て 現 に 旧 介 護 給 付 費 等 単 位 数

表 の 短 期 入 所 サ ー ビ ス 費 に お け る 福 祉 ・ 介 護 職 員 処 遇 改 善 加

算 (Ⅱ
)

、 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 特 定 処 遇 改 善 加 算 及 び 福 祉 ・ 介 護

職 員 等 ベ ー ス ア ッ プ 等 支 援 加 算 を 届 け 出 て い る こ と 。 

⑵ イ の ⑴ の ㈡ 、 ⑵ か ら ⑹ ま で 、 ⑺ の ㈠ か ら ㈣ ま で 、 ⑻ 及 び ⑼

に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

ヘ 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 処 遇 改 善 加 算 (Ⅴ
)

⑸ 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

⑴ 令 和 六 年 五 月 三 十 一 日 に お い て 現 に 旧 介 護 給 付 費 等 単 位 数

表 の 短 期 入 所 サ ー ビ ス 費 に お け る 福 祉 ・ 介 護 職 員 処 遇 改 善 加

算 (Ⅱ
)

及 び 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 特 定 処 遇 改 善 加 算 を 届 け 出 て お

り 、 か つ 、 旧 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 の 短 期 入 所 サ ー ビ ス 費 に

お け る 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 ベ ー ス ア ッ プ 等 支 援 加 算 を 届 け 出 て

い な い こ と 。 

⑵ イ の ⑴ の ㈡ 、 ⑵ か ら ⑹ ま で 、 ⑺ の ㈠ か ら ㈣ ま で 、 ⑻ 及 び ⑼

に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

ト 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 処 遇 改 善 加 算 (Ⅴ
)

⑺ 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

⑴ 令 和 六 年 五 月 三 十 一 日 に お い て 現 に 旧 介 護 給 付 費 等 単 位 数

表 の 短 期 入 所 サ ー ビ ス 費 に お け る 福 祉 ・ 介 護 職 員 処 遇 改 善 加

算 (Ⅲ
)

、 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 特 定 処 遇 改 善 加 算 及 び 福 祉 ・ 介 護

職 員 等 ベ ー ス ア ッ プ 等 支 援 加 算 を 届 け 出 て い る こ と 。 

⑵ イ の ⑴ の ㈡ 、 ⑵ か ら ⑹ ま で 、 ⑻ 及 び ⑼ に 掲 げ る 基 準 の い ず

れ に も 適 合 す る こ と 。 

⑶ 次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ か に 適 合 す る こ と 。 

㈠ 次 に 掲 げ る 要 件 の 全 て に 適 合 す る こ と 。 

ａ 福 祉 ・ 介 護 職 員 の 任 用 の 際 に お け る 職 責 又 は 職 務 内 容

等 の 要 件 （ 福 祉 ・ 介 護 職 員 の 賃 金 に 関 す る も の を 含 む 。



） を 定 め て い る こ と 。 

ｂ ａ の 要 件 に つ い て 書 面 を も っ て 作 成 し 、 全 て の 福 祉 ・

介 護 職 員 に 周 知 し て い る こ と 。 

㈡ 次 に 掲 げ る 要 件 の 全 て に 適 合 す る こ と 。 

ａ 福 祉 ・ 介 護 職 員 の 資 質 の 向 上 の 支 援 に 関 す る 計 画 を 策

定 し 、 当 該 計 画 に 係 る 研 修 の 実 施 又 は 研 修 の 機 会 を 確 保

し て い る こ と 。 
ｂ ａ に つ い て 、 全 て の 福 祉 ・ 介 護 職 員 に 周 知 し て い る こ

と 。 

チ 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 処 遇 改 善 加 算 (Ⅴ
)

⑻ 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

⑴ 令 和 六 年 五 月 三 十 一 日 に お い て 現 に 旧 介 護 給 付 費 等 単 位 数

表 の 短 期 入 所 サ ー ビ ス 費 に お け る 福 祉 ・ 介 護 職 員 処 遇 改 善 加

算 (Ⅰ
)

を 届 け 出 て お り 、 か つ 、 旧 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 の 短

期 入 所 サ ー ビ ス 費 に お け る 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 特 定 処 遇 改 善 加

算 及 び 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 ベ ー ス ア ッ プ 等 支 援 加 算 を 届 け 出 て

い な い こ と 。 

⑵ イ の ⑴ （ ㈠ 及 び ㈡ に 係 る 部 分 を 除 く 。 ） 及 び ⑵ か ら ⑻ ま で

に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

リ 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 処 遇 改 善 加 算 (Ⅴ
)

⑽ 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

⑴ 令 和 六 年 五 月 三 十 一 日 に お い て 現 に 旧 介 護 給 付 費 等 単 位 数

表 の 短 期 入 所 サ ー ビ ス 費 に お け る 福 祉 ・ 介 護 職 員 処 遇 改 善 加

算 (Ⅲ
)

及 び 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 特 定 処 遇 改 善 加 算 を 届 け 出 て お

り 、 か つ 、 旧 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 の 短 期 入 所 サ ー ビ ス 費 に

お け る 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 ベ ー ス ア ッ プ 等 支 援 加 算 を 届 け 出 て

い な い こ と 。 

⑵ イ の ⑴ の ㈡ 、 ⑵ か ら ⑹ ま で 、 ⑻ 及 び ⑼ に 掲 げ る 基 準 の い ず

れ に も 適 合 す る こ と 。 

⑶ 次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ か に 適 合 す る こ と 。 

㈠ 次 に 掲 げ る 要 件 の 全 て に 適 合 す る こ と 。 



ａ 福 祉 ・ 介 護 職 員 の 任 用 の 際 に お け る 職 責 又 は 職 務 内 容

等 の 要 件 （ 福 祉 ・ 介 護 職 員 の 賃 金 に 関 す る も の を 含 む 。

） を 定 め て い る こ と 。 

ｂ ａ の 要 件 に つ い て 書 面 を も っ て 作 成 し 、 全 て の 福 祉 ・

介 護 職 員 に 周 知 し て い る こ と 。 
㈡ 次 に 掲 げ る 要 件 の 全 て に 適 合 す る こ と 。 

ａ 福 祉 ・ 介 護 職 員 の 資 質 の 向 上 の 支 援 に 関 す る 計 画 を 策

定 し 、 当 該 計 画 に 係 る 研 修 の 実 施 又 は 研 修 の 機 会 を 確 保

し て い る こ と 。 

ｂ ａ に つ い て 、 全 て の 福 祉 ・ 介 護 職 員 に 周 知 し て い る こ

と 。 

ヌ 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 処 遇 改 善 加 算 (Ⅴ
)

⑾ 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

⑴ 令 和 六 年 五 月 三 十 一 日 に お い て 現 に 旧 介 護 給 付 費 等 単 位 数

表 の 短 期 入 所 サ ー ビ ス 費 に お け る 福 祉 ・ 介 護 職 員 処 遇 改 善 加

算 (Ⅱ
)

を 届 け 出 て お り 、 か つ 、 旧 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 の 短

期 入 所 サ ー ビ ス 費 に お け る 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 特 定 処 遇 改 善 加

算 及 び 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 ベ ー ス ア ッ プ 等 支 援 加 算 を 届 け 出 て

い な い こ と 。 

⑵ イ の ⑴ （ ㈠ 及 び ㈡ に 係 る 部 分 を 除 く 。 ） 、 ⑵ か ら ⑹ ま で 、

⑺ の ㈠ か ら ㈣ ま で 及 び ⑻ に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る

こ と 。 

ル 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 処 遇 改 善 加 算 (Ⅴ
)

⒀ 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

⑴ 令 和 六 年 五 月 三 十 一 日 に お い て 現 に 旧 介 護 給 付 費 等 単 位 数

表 の 短 期 入 所 サ ー ビ ス 費 に お け る 福 祉 ・ 介 護 職 員 処 遇 改 善 加

算 (Ⅲ
)

及 び 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 ベ ー ス ア ッ プ 等 支 援 加 算 を 届 け

出 て お り 、 か つ 、 旧 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 の 短 期 入 所 サ ー ビ

ス 費 に お け る 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 特 定 処 遇 改 善 加 算 を 届 け 出 て

い な い こ と 。 

⑵ イ の ⑴ （ ㈠ 及 び ㈡ に 係 る 部 分 を 除 く 。 ） 、 ⑵ か ら ⑹ ま で 及



び ⑻ に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

⑶ 次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ か に 適 合 す る こ と 。 

㈠ 次 に 掲 げ る 要 件 の 全 て に 適 合 す る こ と 。 

ａ 福 祉 ・ 介 護 職 員 の 任 用 の 際 に お け る 職 責 又 は 職 務 内 容

等 の 要 件 （ 福 祉 ・ 介 護 職 員 の 賃 金 に 関 す る も の を 含 む 。

） を 定 め て い る こ と 。 
ｂ ａ の 要 件 に つ い て 書 面 を も っ て 作 成 し 、 全 て の 福 祉 ・

介 護 職 員 に 周 知 し て い る こ と 。 

㈡ 次 に 掲 げ る 要 件 の 全 て に 適 合 す る こ と 。 

ａ 福 祉 ・ 介 護 職 員 の 資 質 の 向 上 の 支 援 に 関 す る 計 画 を 策

定 し 、 当 該 計 画 に 係 る 研 修 の 実 施 又 は 研 修 の 機 会 を 確 保

し て い る こ と 。 

ｂ ａ に つ い て 、 全 て の 福 祉 ・ 介 護 職 員 に 周 知 し て い る こ

と 。 

ヲ 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 処 遇 改 善 加 算 (Ⅴ
)

⒁ 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

⑴ 令 和 六 年 五 月 三 十 一 日 に お い て 現 に 旧 介 護 給 付 費 等 単 位 数

表 の 短 期 入 所 サ ー ビ ス 費 に お け る 福 祉 ・ 介 護 職 員 処 遇 改 善 加

算 (Ⅲ
)

を 届 け 出 て お り 、 か つ 、 旧 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 の 短

期 入 所 サ ー ビ ス 費 に お け る 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 特 定 処 遇 改 善 加

算 及 び 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 ベ ー ス ア ッ プ 等 支 援 加 算 を 届 け 出 て

い な い こ と 。 

⑵ イ の ⑴ （ ㈠ 及 び ㈡ に 係 る 部 分 を 除 く 。 ） 、 ⑵ か ら ⑹ ま で 及

び ⑻ に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

⑶ 次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ か に 適 合 す る こ と 。 

㈠ 次 に 掲 げ る 要 件 の 全 て に 適 合 す る こ と 。 

ａ 福 祉 ・ 介 護 職 員 の 任 用 の 際 に お け る 職 責 又 は 職 務 内 容

等 の 要 件 （ 福 祉 ・ 介 護 職 員 の 賃 金 に 関 す る も の を 含 む 。

） を 定 め て い る こ と 。 

ｂ ａ の 要 件 に つ い て 書 面 を も っ て 作 成 し 、 全 て の 福 祉 ・

介 護 職 員 に 周 知 し て い る こ と 。 



㈡ 次 に 掲 げ る 要 件 の 全 て に 適 合 す る こ と 。 

ａ 福 祉 ・ 介 護 職 員 の 資 質 の 向 上 の 支 援 に 関 す る 計 画 を 策

定 し 、 当 該 計 画 に 係 る 研 修 の 実 施 又 は 研 修 の 機 会 を 確 保

し て い る こ と 。 

ｂ ａ に つ い て 、 全 て の 福 祉 ・ 介 護 職 員 に 周 知 し て い る こ

と 。 

二 十 一 削 除 二 十 一  介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ７ の 15 の 注 の こ ど も 家 庭 庁 長 官

及 び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 

次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 す る こ と 。 

イ 障 害 福 祉 人 材 等 の 賃 金 改 善 に つ い て 、 賃 金 改 善 に 要 す る 費 用

の 見 込 額 が 、 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 特 定 処 遇 改 善 加 算 の 算 定 見 込 額

以 上 と な り 、 か つ 、 経 験 ・ 技 能 の あ る 障 害 福 祉 人 材 の う ち 一 人

は 、 賃 金 改 善 に 要 す る 費 用 の 見 込 額 が 月 額 八 万 円 以 上 又 は 賃 金

改 善 後 の 賃 金 の 見 込 額 が 年 額 四 百 四 十 万 円 以 上 で あ る 賃 金 改 善

に 関 す る 計 画 を 策 定 し 、 当 該 計 画 に 基 づ き 適 切 な 措 置 を 講 じ て

い る こ と 。 

 ロ 当 該 指 定 短 期 入 所 事 業 所 等 （ 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ７ の １

の 注 15 の ８ に 規 定 す る 指 定 短 期 入 所 事 業 所 等 を い う 。 以 下 同

じ 。 ） 又 は 基 準 該 当 短 期 入 所 事 業 所 （ 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第

７ の １ の 注 14 に 規 定 す る 基 準 該 当 短 期 入 所 事 業 所 を い う 。 以

下 同 じ 。 ） に お い て 、 イ の 賃 金 改 善 に 関 す る 計 画 、 当 該 計 画 に

係 る 実 施 期 間 及 び 実 施 方 法 そ の 他 の 障 害 福 祉 人 材 等 の 処 遇 改 善

の 計 画 等 を 記 載 し た 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 特 定 処 遇 改 善 計 画 書 を 作

成 し 、 全 て の 障 害 福 祉 人 材 等 に 周 知 し 、 都 道 府 県 知 事 に 届 け 出

て い る こ と 。 
ハ 福 祉 ・ 介 護 職 員 等 特 定 処 遇 改 善 加 算 の 算 定 額 に 相 当 す る 賃 金

改 善 を 実 施 す る こ と 。 た だ し 、 経 営 の 悪 化 等 に よ り 事 業 の 継 続

が 困 難 な 場 合 、 当 該 事 業 の 継 続 を 図 る た め に 障 害 福 祉 人 材 等 の

賃 金 水 準 （ 本 加 算 に よ る 賃 金 改 善 分 を 除 く 。 ） を 見 直 す こ と は

や む を 得 な い が 、 そ の 内 容 に つ い て 都 道 府 県 知 事 に 届 け 出 る こ

と 。 



ニ 当 該 指 定 短 期 入 所 事 業 所 等 又 は 基 準 該 当 短 期 入 所 事 業 所 に お

い て 、 事 業 年 度 ご と に 障 害 福 祉 人 材 等 の 処 遇 改 善 に 関 す る 実 績

を 都 道 府 県 知 事 に 報 告 す る こ と 。 

ホ  短 期 入 所 サ ー ビ ス 費 に お け る 福 祉 ・ 介 護 職 員 処 遇 改 善 加 算

(Ⅰ
)

か ら (Ⅲ
)

ま で の い ず れ か を 算 定 し て い る こ と 。 

ヘ ロ の 届 出 に 係 る 計 画 の 期 間 中 に 実 施 す る 障 害 福 祉 人 材 等 の 処

遇 改 善 の 内 容 （ 賃 金 改 善 に 関 す る も の を 除 く 。 ） 及 び 当 該 障 害

福 祉 人 材 等 の 処 遇 改 善 に 要 す る 費 用 の 見 込 額 を 全 て の 障 害 福 祉

人 材 等 に 周 知 し て い る こ と 。 

ト ヘ の 処 遇 改 善 の 内 容 等 に つ い て 、 イ ン タ ー ネ ッ ト の 利 用 そ の

他 の 適 切 な 方 法 に よ り 公 表 し て い る こ と 。 

（ 削 る ） 二 十 一 の 二  介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ７ の 16 の 注 の こ ど も 家 庭 庁

長 官 及 び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 

第 三 号 の 二 の 規 定 を 準 用 す る 。 

二 十 二 （ 略 ） 二 十 二 （ 略 ） 

二 十 三 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ８ の ３ の 注 １ 及 び 注 ２ の こ ど も 家

庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準  

第 二 十 号 の 規 定 を 準 用 す る 。 

二 十 三 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ８ の ３ の 注 の こ ど も 家 庭 庁 長 官 及

び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 

第 二 号 の 規 定 を 準 用 す る 。 

二 十 四 削 除 二 十 四 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ８ の ４ の 注 の こ ど も 家 庭 庁 長 官 及

び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 

第 二 十 一 号 の 規 定 を 準 用 す る 。 

（ 削 る ） 二 十 四 の 二 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ８ の ５ の 注 の こ ど も 家 庭 庁 長

官 及 び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 

第 三 号 の 二 の 規 定 を 準 用 す る 。 

二 十 五 （ 略 ） 二 十 五 （ 略 ） 

二 十 五 の 二  介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ９ の 14 の 注 １ 及 び 注 ２ の 厚

生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 

第 二 十 号 の 規 定 を 準 用 す る 。 

二 十 五 の 二  介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ９ の 14 の 注 の 厚 生 労 働 大 臣

が 定 め る 基 準 
第 二 号 の 規 定 を 準 用 す る 。 

二 十 六 削 除 二 十 六  介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ９ の 15 の 注 の 厚 生 労 働 大 臣 が 定

め る 基 準 

第 二 十 一 号 の 規 定 を 準 用 す る 。 



（ 削 る ） 二 十 六 の 二  介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ９ の 1
6
の 注 の 厚 生 労 働 大 臣

が 定 め る 基 準 

第 三 号 の 二 の 規 定 を 準 用 す る 。 
二 十 七 （ 略 ） 二 十 七 （ 略 ） 

二 十 七 の 二  介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 10 の ９ の 注 １ 及 び 注 ２ の 厚

生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 

第 二 号 の 規 定 を 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 号 イ の ⑽ 中 「

居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 に お け る 特 定 事 業 所 加 算 (Ⅰ
)

か ら (Ⅳ
)

ま で の い

ず れ か 」 と あ る の は 、 「 機 能 訓 練 サ ー ビ ス 費 に お け る 福 祉 専 門 職

員 配 置 等 加 算 (Ⅰ
)

か ら (Ⅲ
)

ま で の い ず れ か 」 と 読 み 替 え る も の と す

る 。 

二 十 七 の 二  介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 10 の ９ の 注 の 厚 生 労 働 大 臣

が 定 め る 基 準 

第 二 号 の 規 定 を 準 用 す る 。 

二 十 八 削 除 二 十 八  介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 10 の 10 の 注 の 厚 生 労 働 大 臣 が 定

め る 基 準 

第 十 七 号 の 規 定 を 準 用 す る 。 

（ 削 る ） 二 十 八 の 二 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 10 の 11 の 注 の 厚 生 労 働 大 臣

が 定 め る 基 準 

第 三 号 の 二 の 規 定 を 準 用 す る 。 

二 十 九 ・ 二 十 九 の 二 （ 略 ） 二 十 九 ・ 二 十 九 の 二 （ 略 ） 

三 十 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 1
1
の 1
3
の 注 １ 及 び 注 ２ の 厚 生 労 働

大 臣 が 定 め る 基 準 

第 二 号 の 規 定 を 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 号 イ の ⑽ 中 「

居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 に お け る 特 定 事 業 所 加 算 (Ⅰ
)

か ら (Ⅳ
)

ま で の い

ず れ か 」 と あ る の は 、 「 機 能 訓 練 サ ー ビ ス 費 に お け る 福 祉 専 門 職

員 配 置 等 加 算 (Ⅰ
)

か ら (Ⅲ
)

ま で の い ず れ か 」 と 読 み 替 え る も の と す

る 。 
三 十 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 1
1
の 1
3
の 注 の 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め

る 基 準 

第 二 号 の 規 定 を 準 用 す る 。 

三 十 一 削 除 三 十 一  介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 11 の 14 の 注 の 厚 生 労 働 大 臣 が 定

め る 基 準 
第 十 七 号 の 規 定 を 準 用 す る 。 

（ 削 る ） 三 十 一 の 二 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 11 の 15 の 注 の 厚 生 労 働 大 臣

が 定 め る 基 準 

第 三 号 の 二 の 規 定 を 準 用 す る 。 



三 十 二 ・ 三 十 二 の 二 （ 略 ） 三 十 二 ・ 三 十 二 の 二 （ 略 ） 

三 十 三  介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 1
2
の 1
6
の 注 １ 及 び 注 ２ の 厚 生 労

働 大 臣 が 定 め る 基 準 

第 二 号 の 規 定 を 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 号 イ の ⑽ 中 「

居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 に お け る 特 定 事 業 所 加 算 (Ⅰ
)

か ら (Ⅳ
)

ま で の い

ず れ か 」 と あ る の は 、 「 就 労 移 行 支 援 サ ー ビ ス 費 に お け る 福 祉 専

門 職 員 配 置 等 加 算 (Ⅰ
)

か ら (Ⅲ
)

ま で の い ず れ か 」 と 読 み 替 え る も の

と す る 。 

三 十 三  介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 1
2
の 1
6
の 注 の 厚 生 労 働 大 臣 が 定

め る 基 準 

第 二 号 の 規 定 を 準 用 す る 。 
三 十 四 削 除 三 十 四  介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 12 の 17 の 注 の 厚 生 労 働 大 臣 が 定

め る 基 準 

第 十 七 号 の 規 定 を 準 用 す る 。 

（ 削 る ） 三 十 四 の 二 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 12 の 18 の 注 の 厚 生 労 働 大 臣

が 定 め る 基 準 

第 三 号 の 二 の 規 定 を 準 用 す る 。 

三 十 五 （ 略 ） 三 十 五 （ 略 ） 

三 十 五 の 二 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 13 の 15 の 注 １ 及 び 注 ２ の 厚

生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 

第 二 号 の 規 定 を 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 号 イ の ⑽ 中 「

居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 に お け る 特 定 事 業 所 加 算 (Ⅰ
)

か ら (Ⅳ
)

ま で の い

ず れ か 」 と あ る の は 、 「 就 労 継 続 支 援 Ａ 型 サ ー ビ ス 費 に お け る 福

祉 専 門 職 員 配 置 等 加 算 (Ⅰ
)

か ら (Ⅲ
)

ま で の い ず れ か 」 と 読 み 替 え る

も の と す る 。 

三 十 五 の 二 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 13 の 15 の 注 の 厚 生 労 働 大 臣

が 定 め る 基 準 

第 二 号 の 規 定 を 準 用 す る 。 

三 十 六 削 除 三 十 六  介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 13 の 16 の 注 の 厚 生 労 働 大 臣 が 定

め る 基 準 

第 十 七 号 の 規 定 を 準 用 す る 。 

（ 削 る ） 三 十 六 の 二 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 13 の 17 の 注 の 厚 生 労 働 大 臣

が 定 め る 基 準 
第 三 号 の 二 の 規 定 を 準 用 す る 。 

三 十 七 （ 略 ） 三 十 七 （ 略 ） 

三 十 七 の 二 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 14 の 17 の 注 １ 及 び 注 ２ の 厚

生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 

三 十 七 の 二 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 14 の 17 の 注 の 厚 生 労 働 大 臣

が 定 め る 基 準 



第 二 号 の 規 定 を 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 号 イ の ⑽ 中 「

居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 に お け る 特 定 事 業 所 加 算 (Ⅰ
)

か ら (Ⅳ
)

ま で の い

ず れ か 」 と あ る の は 、 「 就 労 継 続 支 援 Ｂ 型 サ ー ビ ス 費 に お け る 福

祉 専 門 職 員 配 置 等 加 算 (Ⅰ
)

か ら (Ⅲ
)

ま で の い ず れ か 」 と 読 み 替 え る

も の と す る 。 

第 二 号 の 規 定 を 準 用 す る 。 

（ 削 る ） 三 十 八  介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 14 の 18 の 注 の 厚 生 労 働 大 臣 が 定

め る 基 準 

第 十 七 号 の 規 定 を 準 用 す る 。 

（ 削 る ） 三 十 八 の 二 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 14 の 19 の 注 の 厚 生 労 働 大 臣

が 定 め る 基 準 

第 三 号 の 二 の 規 定 を 準 用 す る 。 

三 十 八 （ 略 ） 三 十 八 の 三 （ 略 ） 

三 十 八 の 二  介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 14 の ２ の ７ の 注 １ 及 び 注 ２

の 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 

第 二 十 号 の 規 定 を 準 用 す る 。 

三 十 八 の 四  介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 14 の ２ の ７ の 注 の 厚 生 労 働

大 臣 が 定 め る 基 準 

第 二 号 の 規 定 を 準 用 す る 。 

（ 削 る ） 三 十 八 の 五  介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 14 の ２ の ８ の 注 の 厚 生 労 働

大 臣 が 定 め る 基 準 

第 二 十 一 号 の 規 定 を 準 用 す る 。 

（ 削 る ） 三 十 八 の 六  介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 1
4
の ２ の ９ の 注 の 厚 生 労 働

大 臣 が 定 め る 基 準 

第 三 号 の 二 の 規 定 を 準 用 す る 。 

三 十 九 ・ 三 十 九 の 二 （ 略 ） 三 十 九 ・ 三 十 九 の 二 （ 略 ） 

三 十 九 の 三 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 14 の ３ の 11 の 注 １ 及 び 注 ２

の 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 

第 二 号 の 規 定 を 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 号 イ の ⑽ 中 「

居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 に お け る 特 定 事 業 所 加 算 (Ⅰ
)

か ら (Ⅳ
)

ま で の い

ず れ か 」 と あ る の は 、 「 自 立 生 活 援 助 サ ー ビ ス 費 に お け る 福 祉 専

門 職 員 配 置 等 加 算 (Ⅰ
)

か ら (Ⅲ
)

ま で の い ず れ か 」 と 読 み 替 え る も の

と す る 。 

三 十 九 の 三 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 14 の ３ の 11 の 注 の 厚 生 労 働

大 臣 が 定 め る 基 準 

第 二 号 の 規 定 を 準 用 す る 。 

（ 削 る ） 三 十 九 の 四 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 14 の ３ の 12 の 注 の 厚 生 労 働

大 臣 が 定 め る 基 準 



第 十 七 号 の 規 定 を 準 用 す る 。 

（ 削 る ） 三 十 九 の 五 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 1
4
の ３ の 1
3
の 注 の 厚 生 労 働

大 臣 が 定 め る 基 準 

第 三 号 の 二 の 規 定 を 準 用 す る 。 
四 十 ～ 四 十 の 三 （ 略 ） 四 十 ～ 四 十 の 三 （ 略 ） 

四 十 一  介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 15 の ９ の 注 １ 及 び 注 ２ の 厚 生 労

働 大 臣 が 定 め る 基 準 

第 二 号 の 規 定 を 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 号 イ の ⑽ 中 「

居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 に お け る 特 定 事 業 所 加 算 (Ⅰ
)

か ら (Ⅳ
)

ま で の い

ず れ か 」 と あ る の は 、 「 共 同 生 活 援 助 サ ー ビ ス 費 、 日 中 サ ー ビ ス

支 援 型 共 同 生 活 援 助 サ ー ビ ス 費 又 は 外 部 サ ー ビ ス 利 用 型 共 同 生 活

援 助 サ ー ビ ス 費 に お け る 福 祉 専 門 職 員 配 置 等 加 算 (Ⅰ
)

か ら (Ⅲ
)

ま で

の い ず れ か 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

四 十 一  介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 15 の ９ の 注 の 厚 生 労 働 大 臣 が 定

め る 基 準 

第 二 号 の 規 定 を 準 用 す る 。 

（ 削 る ） 四 十 二  介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 15 の 10 の 注 の 厚 生 労 働 大 臣 が 定

め る 基 準 

第 十 七 号 の 規 定 を 準 用 す る 。 

（ 削 る ） 四 十 二 の 二 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 15 の 11 の 注 の 厚 生 労 働 大 臣

が 定 め る 基 準 

第 三 号 の 二 の 規 定 を 準 用 す る 。 

  


